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第 号

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

営
上
田
真
鍋
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
の

告

口
県
告
示
第
二
百
四
十
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

方
卸
売
市
場
の
卸
売
業
者
の
名
称
及

有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の

告童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居

体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く

的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く

口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
命
（

地
改
良
事
業
施
行
協
議
に
係
る
決
定

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

目

次

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

方
卸
売
市
場
の
開
設
者
及
び
名
称
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村

縦
覧
（
水
産
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

示

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

び
住
所
の
変
更
（
水
産
課
）
…
…
…
…

し
ゅ
ん
功
の
認
可
（
港
湾
課
）
…
…
…

宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害

労
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

変
更
（
水
産
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
五

福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（金曜日）

（
二
基
）

（

）

備
考

「
六
六
の
二

イ
」
、
「

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

う
房
施
設
、
洗
た
く
施
設
及

種

類

能

力

六
六
の
二

イ

八
二
五

（
食
／
日
）

六
六
の
二

ロ
（
二
基
）

三
〇
四

（

／
台
）

六
六
の
二

ハ（
二
六
基
）

〇
・
一
八

（

）

六
六
の
二

ハ

二
〇

氏
名
又
は
名
称

株
式

住

所

東
京

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

マ
リ
ン
ピ
ア

所
在
地

下
関
市
豊
浦

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用

構

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

六
六
の
二

ロ
」
及
び
「
六
六
の
二

百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号

び
入
浴
施
設
を
い
う
。

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

（
既

設
）

会
社
ダ
イ
ナ
ム
綜
合
投
資

都
荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
一
五

及
び
所
在
地

豊
浦

町
大
字
涌
田
後
地
五
〇
七
番
地

時
間
間
隔
等

造

た
書
面
は
、
平
成
十
七
年
四
月
八

課
及
び
下
関
市
環
境
部
環
境
保
全

山
口

及
び
住
所

一

ハ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行

の
二
の
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
ち
ゆ

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

連

続
九
時
間
変
動
な
し

〃

三
時
間
〃

〃

八
時
間
〃

〃

二
四
時
間
〃

番
七
号

使

用

の

方

法

日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

県
知
事

二

井

関

成

、す

告

示



平成 年 月 日 金曜日

合五排
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六六備四

第 号

種六六

通

常

併

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ

（
水

種

類

構

併

処

理

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

水通

六
の
二

ハ

（
二
六
基
）

〃

六
の
二

ハ

（
二
基
）

〃

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

六
の
二

イ

七

六
の
二

ロ

（
二
基
）

〃

最

大

通

常

最

大

七

五
・
八

八
・
六

一
二
〇

〃

六八

四

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

七
〇

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

九六八

三
〇

五

〃

二
八

四

い
て
準
用
す
る
。

項隔
等

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

五九

八
〇

一
二

六

二
〇

三

通

常

最

大

最

一
五
〇

二
〇
〇

二
五
〇

一
〇

二
〇

三
〇

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

動
植（

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

長
時
間
ば
っ
気

連

続

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

動

大

通

常

最

大

〇

〃

七
〇

六

二
三

四
六

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

一
五
〇

三
〇
〇

〇

四
〇

八
〇

大

通

常

最

大

三
〇

六
〇

一
二

一
五

二
五

三

状

態

の

物
油
脂
類

／

）

窒

素

（

／

）

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

状

態

の

植
物
油
脂
類

（

／

）

窒

素

（

／

最

大

通

常

最

三

五

二
・
九

四

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

六
〇

一
二
〇

一
三

一
三

通

常

最

大

通

〇

八

一
六

〇

二
・
四

三

排
出
水

値

燐（

／

）

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

汚
水
等

値

）

燐（

／

）

大

通

常

最

大

通

〇
・
三

〇
・
六

〇
・
六

〇
・
八

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

八

一
六

二
・
九

二
・
九

常

最

大

五
五

七
〇

〃

〃

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

五

七
・
五

四
九

六
五

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

六
・
五

八

一
・
九

三

二
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二
下

三
下

四
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山
山

と
お

一
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土
改
良土

大
津

豊
浦

第 号

１２山

下
関
市
豊
北
町
大
字
神
田
一
二
一

変
更
年
月
日

開
設
者
の
名
称
及
び
住
所

変

更

名

称

住

関
市

下
関
市
南
部
町

地
方
卸
売
市
場
の
名
称

変

更

関
市
地
方
卸
売
市
場
豊
北
市
場

地
方
卸
売
市
場
の
所
在
地

口
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

口
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十

り
開
設
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

平
成
十
七
年
四
月
八
日

許
可
番
号

水
開
第
三
六
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り

平
成
十
七
年
四
月
八
日

地
改
良
区
の
名
称

郡
日
置
町
日
置
南
部
土
地
改
良
区

郡
豊
浦
町
土
地
改
良
区

排

水

口

七

排

水

口

〃

口
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

〇
の
五

後

変

所

名

称

一
番
一
号

豊
北
町

後

変

豊
北
町
水
産
物

七
年
山
口
県
条
例
第
七
号
）
第

に
地
方
卸
売
市
場
の
名
称
の
変

山
口
県
知

第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

認
可
し
た
。

山
口
県
知

認

可

年

月

日

平
成
一
七
、

三
、
二

〃

〃

三

六八

四

一

〃

二

更

前

住

所

豊
浦
郡
豊
北
町
大
字
滝
部

三
一
四
〇
番
地
の
一

更

前

地
方
卸
売
市
場

十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

事

二

井

関

成

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

事

二

井

関

成

九〇 〇

二
〇

三
〇

三

二

三

位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
四

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

平
成
十
七
年
四
月
八
日

一

埋
立
区
域

変

更

名

称

住

豊
北
町
漁
業
協
同

組
合

下
関
市

三
七
九

三

地
方
卸
売
市
場
の
名
称
及

下
関
市
地
方
卸
売
市
場
豊

下
関
市
豊
北
町
大
字
神
田

四

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
二
月
十
三
日

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
三

山
口
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭

と
お
り
卸
売
業
者
の
名
称
及
び

平
成
十
七
年
四
月
八
日

一

許
可
番
号

水
卸
第
四
〇

二

卸
売
業
者
の
名
称
及
び
住

一
五

二
五

三
〇

一

二
・
八

三

平
成
十
七
年
二
月
十
三
日

字
日
前
字
白
鳥
二
〇
四
二
の
四
及

号
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二

関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可

山
口

後

変

所

名

豊
北
町
大
字
神
田

八
番
地
の
一

豊
北
町
漁

組
合

び
所
在
地

北
市
場

一
二
一
〇
の
五

号
和
四
十
七
年
山
口
県
条
例
第
七
号

住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
口

号所

二
・
四

三

〇
・
九

一

三

び
二
〇
四
三
の
四
に
沿
接
す
る
堤

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

更

前

称

住

所

業
協
同

豊
浦
郡
豊
北
町
大
字
神

三
七
九
八
番
地
の
一

）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

二

井

関

成

五
五

七
〇

二
五

三
五

地 の 田 の



平

五

成 年 月 日 金曜日

二三四

山 口 （定期）県 報 第 号

認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
一
年
十
一
月
一
日

指
令

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町
村

周
防
大
島
町

認
可
を
受
け
た
者

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小
松
一

周
防
大
島
町

周
防
大
島
町
長

中
本

冨
夫

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
二
二

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら
一
一

の
地
点

９
の
地
点
か
ら
二
二

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
一

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
〇

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
五

面
積

二
、
五
五
〇
・
二
九
平
方
メ
ー

五
分
三
八
・
四
七
〇
秒

六
分
一
、
二
〇
五
・
〇

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
二
二

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
一
一

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
二
二

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
一
一

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
二
二

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一
一

先
公
有
水
面

区
域

次
の
１
の
地
点
か
ら

の
地
点

成
十
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

に
お
け
る
公
有
水
面
と
４
号
防
波

だ
線
及
び
１
の
地
点
と

の
地
点

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

大
島
郡
周
防
大
島
町

港
湾
第
四
〇
八
号

二
六
番
地
の
二

度
二
五
分
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の

二
度
二
五
分
三
・
一
メ
ー
ト
ル

度
二
五
分
六
九
・
三
メ
ー
ト
ル

二
度
二
五
分
九
・
三
メ
ー
ト
ル

二
度
二
八
分
一
一
一
・
四
メ
ー

四
度
二
三
分
三
・
一
メ
ー
ト
ル

ト
ル

東
経
一
三
二
度
一
八
分
三
八
・

メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
二
五
分
三
五
・
〇
メ
ー
ト
ル

二
度
二
五
分
一
・
〇
メ
ー
ト
ル

度
二
五
分
八
・
九
メ
ー
ト
ル
の

二
度
二
五
分
二
九
・
二
メ
ー
ト

度
二
五
分
三
・
一
メ
ー
ト
ル
の

二
度
二
五
分
〇
・
九
メ
ー
ト
ル

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

の

・

＋
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
）
（

堤
と
の
境
界
線
、

の
地
点
か

を
結
ぶ
満
潮
位
に
お
け
る
公
有

大
字
土
居
字
飛
瀬
島
の
飛
瀬
島

地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

ト
ル
の
地
点

の
地
点

〇
三
四
秒
）
か
ら
二
二
一
度
一

の
地
点

の
地
点

地
点

ル
の
地
点

地
点

の
地
点

地
点
と

の
地
点
を
を
結
ぶ
平

以
下
「
満
潮
位
」
と
い
う
。
）

ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん

水
面
と
日
前
東
護
岸
と
の
境
界

三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃〃

〃

〃

〃〃

社
会
福
祉
法
人

萩
市
社
会
福
祉

協
議
会

萩
市
大
字
江

三
五
六
の
三

下
関
市
社
会
福

祉
協
議
会

三
丁
目
四
番

号

〃

〃

〃〃

〃

〃

〃〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

有
限
会
社
エ
ン

ジ
ョ
イ
ラ
イ

フ
・
グ
ル
ー
プ

下
関
市
後
田

四
丁
目
二
三

二
一
号

社
会
福
祉
法
人

〃

貴
船

公

（
二
一
一
）
児
童
福
祉
法
の
規

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事

平
成
十
七
年
四
月
八
日

萩
社
協
東
事
業

所

〃

大
字

下
三
九
九

一

〃

下
関
市
社
協
豊

浦
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

豊

大
字
川
棚

九
二
の
一

〃

下
関
市
社
協
豊

北
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

豊

大
字
滝
部

四
五
の
一

向

萩
社
協
北
事
業

所

萩
市
大
字

万
一
〇
三

一

関
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

三
丁
目
四

号

〃

下
関
市
社
協
菊

川
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

菊

大
字
下
岡

八
八

〃

下
関
市
社
協
豊

田
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

豊

大
字
矢
田

五
の
一 山

口

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業

行
う
事
業
所

名

称

所

在

町番

エ
ン
ジ
ョ
イ
ラ

イ
フ
・
グ
ル
ー

プ
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

下
関
市
後

四
丁
目
二

二
一
号

町

下
関
市
社
協
下

〃

貴

告

定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十

業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

福
井

四
の

〃

〃

〃

浦
町

四
八

〃

〃

〃

〃

北
町

三
一

〃

〃

〃

〃

下
田

六

〃

〃

三
、

番
一

〃

一

川
町

枝
一

〃

〃

〃

〃

田
町

三
六

〃

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

を

児
童
居

宅
支
援

の
種
類

指
定
年
月
日

地田
町

三
番

児
童
居

宅
介
護

平
成
一
七
、
二
、
一

船
町

〃

〃

者
の
指
定

一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

四

〃 七 四 〇 、

公

告



平成

社
会

下
関
祉
協

年 月 日 金曜日

指名
有
限

ジフ
・

山 口 県

〃（
二身

よ
り

（定期）報

社
会

柳
井
祉
協

社
会

山
陽

社
会

会〃

第 号

〃社
会

長
門

祉
協

〃〃

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

〃

貴
船
町

三
丁
目
四
番
一

号

下関パシ

平
成
十
七
年
四
月
八
日

定
居
宅
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
社
エ
ン

ョ
イ
ラ
イ

グ
ル
ー
プ

下
関
市
後
田
町

四
丁
目
二
三
番

二
一
号

エイプン

〃〃〃

〃

知産ン

一
二
）
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規

体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四

、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事 護

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

柳
井
市
南
町
三

丁
目
九
番
二
号

社柳祉

福
祉
法
人

小
野
田
市

福
祉
協
議

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

さ小

〃〃〃

〃

さ山

〃

〃

〃

萩所

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

長
門
市
東
深
川

一
三
二
一
の
一

長谷護

〃

〃

〃

フ

〃

〃

〃

長隅
関
市
社
協
下

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

貴
船
町

三
丁
目
四
番
一

号

山
口
県
知

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

所

在

地

ン
ジ
ョ
イ
ラ

フ
・
グ
ル
ー

介
護
支
援
セ

タ
ー

下
関
市
後
田
町

四
丁
目
二
三
番

二
一
号

的
障
害
者
授

施
設
グ
リ
ー

ヒ
ル
山
陽

〃大
字
厚
狭
一
七

二
三
の
二

定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事

年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第

業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

事
業
所

会
福
祉
法
人

井
市
社
会
福

協
議
会

柳
井
市
南
町
三

丁
目
九
番
二
号

わ
や
か
社
協

野
田

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

わ
や
か
社
協

陽

〃大
字
鴨
庄
九
二

社
協
南
事
業

〃

川
上
四
五

六
七

門
市
社
協
油

支
部
訪
問
介

事
業
所

長
門
市
油
谷
新

別
名
八
〇
三

レ
ン
ズ
日
置

〃

日
置
上

五
九
一
四
の
三

門
市
社
協
三

支
部
訪
問
介

〃

三
隅
中

一
四
七
三

〃

〃

〃

一
四

事

二

井

関

成

身
体
障

害
者
居

宅
支
援

の
種
類

指
定
年
月
日

身
体
障

害
者
居

宅
介
護

平
成
一
七
、

二
、
一
〇

児
童
短

期
入
所

〃

〃

〃

業
者
の
指
定

十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

〃

〃

二
、
二
一

〃

〃

三
、
二
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃〃〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

柳
井
市
社
会
福

祉
協
議
会

柳
井
市
南
町

丁
目
九
番
二

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野
田
市

社
会
福
祉
協
議

会

山
陽
小
野
田

千
代
町
一
丁

二
番
二
八
号

協
議
会

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

長
門
市
社
会
福

祉
協
議
会

長
門
市
東
深

一
三
二
一
の

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃〃

サ
ン
デ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社

〃

幡
生

の
下
町
五
番

九
号

社
会
福
祉
法
人

萩
市
社
会
福
祉

萩
市
大
字
江

三
五
六
の
三

〃

〃

〃〃

〃

〃

〃〃

〃

〃

〃

さ
わ
や
か
社
協

山
陽

〃大
字
鴨
庄

五
九
一
四

長
門
市
社
協
三

隅
支
部
訪
問
介

護
事
業
所

〃

三

一
四
七
三

三号

社
会
福
祉
法
人

柳
井
市
社
会
福

祉
協
議
会

柳
井
市
南

丁
目
九
番

市目

さ
わ
や
か
社
協

小
野
田

山
陽
小
野

千
代
町
一

二
番
二
八

萩
社
協
東
事
業

所

〃

大
字

下
三
九
九

一

萩
社
協
南
事
業

所

〃

川
上

六
七

川一

長
門
市
社
協
油

谷
支
部
訪
問
介

護
事
業
所

長
門
市
油

別
名
八
〇

フ
レ
ン
ズ
日
置

〃

日

〃

浦
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

大
字
川
棚

九
二
の
一

〃

下
関
市
社
協
豊

北
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

豊

大
字
滝
部

四
五
の
一

宮二

サ
ン
デ
ン
訪
問

介
護
サ
ー
ビ
ス

〃

幡

の
下
町
五

九
号

向

萩
社
協
北
事
業

所

萩
市
大
字

万
一
〇
三

〃

下
関
市
社
協
菊

川
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

菊

大
字
下
岡

八
八

〃

下
関
市
社
協
豊

田
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

豊

大
字
矢
田

五
の
一

下
関
市
社
協
豊

〃

豊

五

九
二

〃

〃

〃

〃

の
三

〃

〃

隅
中

〃

〃

〃

〃

町
三

二
号

〃

〃

二
、
二

田
市

丁
目

号

〃

〃

三
、
二

福
井

四
の

〃

〃

〃

四
五

〃

〃

〃

谷
新

三

〃

〃

〃

二

置
上

〃

〃

四
八

〃

〃

北
町

三
一

〃

〃

〃

〃

生
宮

番
二

〃

〃

三
、

下
田
六

〃

〃

〃

川
町

枝
一

〃

〃

〃

〃

田
町

三
六

〃

〃

〃

〃

浦
町

〃

〃

一二 〃〃二 一七



平

協
議

成 年 月 日 金曜日

〃〃社
会

萩
市

山 口

社
会

下
関
祉
協

〃〃

（定期）県 報

指名
有
限
ジフ

・

第 号

社
会

下
関

祉
協

（
二知

り
、

会

シ

〃

〃〃

〃

下浦パシ

〃

〃〃

〃

下北パシ

福
祉
法
人

社
会
福
祉

萩
市
大
字
江
向

三
五
六
の
三

萩所

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

〃

貴
船
町

三
丁
目
四
番
一

号

下関パシ

〃

〃〃

〃

下川パシ

〃

〃〃

〃

下田パ

平
成
十
七
年
四
月
八
日

定
居
宅
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
社
エ
ン

ョ
イ
ラ
イ

グ
ル
ー
プ

下
関
市
後
田
町

四
丁
目
二
三
番

二
一
号

エイプン

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

下
関
市
貴
船
町

三
丁
目
四
番
一

号

下害タ

一
三
）
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規

的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十

次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業

ョ
ン

関
市
社
協
豊

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

豊
浦
町

大
字
川
棚
四
八

九
二
の
一

関
市
社
協
豊

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

豊
北
町

大
字
滝
部
三
一

四
五
の
一

社
協
北
事
業

萩
市
大
字
下
田

万
一
〇
三
六

関
市
社
協
下

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

貴
船
町

三
丁
目
四
番
一

号

関
市
社
協
菊

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

菊
川
町

大
字
下
岡
枝
一

八
八

関
市
社
協
豊

ホ
ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

〃

豊
田
町

大
字
矢
田
三
六

五
の
一 山

口
県
知

知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

所

在

地

ン
ジ
ョ
イ
ラ

フ
・
グ
ル
ー

介
護
支
援
セ

タ
ー

下
関
市
後
田
町

四
丁
目
二
三
番

二
一
号

関
市
身
体
障

者
福
祉
セ
ン

ー

下
関
市
貴
船
町

三
丁
目
一
番
四

三
号

定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事

五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五

者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
、

七

〃

〃

〃

一
四

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

事

二

井

関

成

知
的
障

害
者
居

宅
支
援

の
種
類

指
定
年
月
日

知
的
障

害
者
居

宅
介
護

平
成
一
七
、
二
、
一
〇

身
体
障

害
者
デ

イ
サ
ー

ビ
ス

〃

二
、
一
四

業
者
の
指
定

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

次
の
市
町
村
が
行
う
土
地
改

平
成
十
七
年
四
月
一
日
山
口
県

平
成
十
七
年
四
月
八
日

区

分

氏

名

公
益
委
員

北
本

時
枝

（
二
一
五
）
市
町
村
が
行
う
土

〃〃

〃

〃

〃〃〃

〃

（
二
一
四
）
山
口
県
労
働
委
員

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

柳
井
市
社
会
福

祉
協
議
会

柳
井
市
南
町

丁
目
九
番
二

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野
田
市

社
会
福
祉
協
議

会

山
陽
小
野
田

千
代
町
一
丁

二
番
二
八
号

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

長
門
市
社
会
福

祉
協
議
会

長
門
市
東
深

一
三
二
一
の

〃

〃

〃

〃

良
事
業
の
施
行
の
協
議
は
、
土
地

労
働
委
員
会
の
委
員
を
次
の
と
お

山
口

職
税
理
士

地
改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
に
係

山
陽

大
字
鴨
庄

知
的
障
害
者
授

産
施
設
グ
リ
ー

ン
ヒ
ル
山
陽

〃大
字
厚
狭

二
三
の
二

会
の
委
員
の
任
命

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九

長
門
市
社
協
三

隅
支
部
訪
問
介

護
事
業
所

〃

三

一
四
七
三

三号

社
会
福
祉
法
人

柳
井
市
社
会
福

祉
協
議
会

柳
井
市
南

丁
目
九
番

市目

さ
わ
や
か
社
協

小
野
田

山
陽
小
野

千
代
町
一

二
番
二
八

さ
わ
や
か
社
協

〃

萩
社
協
東
事
業

所

〃

大
字

下
三
九
九

一

萩
社
協
南
事
業

所

〃

川
上

六
七

川一

長
門
市
社
協
油

谷
支
部
訪
問
介

護
事
業
所

長
門
市
油

別
名
八
〇

フ
レ
ン
ズ
日
置

〃

日

五
九
一
四

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

り
任
命
し
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

名

住

所

地

岩
国
市

る
決
定

九
二

〃

〃

一
七

知
的
障

害
者
短

期
入
所

〃

〃

〃

条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

隅
中

〃

〃

〃

〃

町
三

二
号

〃

〃

二
、
二

田
市

丁
目

号

〃

〃

三
、
二

〃

〃

福
井

四
の

〃

〃

〃

四
五

〃

〃

〃

谷
新

三

〃

〃

〃

二

置
上

の
三

〃

〃

〃

〃

六

百 、 一二 〃〃二



平成 年 月 日 金曜日

厚土
二

厚土

山 口 県

（
二土

改
良

一

（定期）報

一
山

二三

第 号

九
十

当
で

項
の

に
供

土
地
改
良
区
の
名
称

監
事
の

狭
郡
山
陽
町
厚
狭
秋
山

地
改
良
区

理

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

狭
郡
山
陽
町
厚
狭
秋
山

地
改
良
区

理

一
六
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
十
七
年
四
月
八
日

就
任
し
た
役
員

理
事

事
業
の
内
容

市
町
村
名

施
行

陽
小
野
田
市

冷
泉
地

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項

あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る

し
ま
す
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

別

氏

名

住

事

池
田

武
夫

厚
狭
郡
山

別

氏

名

住

事

浅
海

重
之

厚
狭
郡
山

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

地
区

事
業

区

た
め
池

年
五
月
二
日
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い

土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条

山
口
県
知

所

陽
町
大
字
郡
一
〇
四
〇

所

陽
町
大
字
郡
一
一
五
三

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成

の
種
類

の
整
備

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

事

二

井

関

成

平
成
十
七
年
四
月
八
日
か

二

縦
覧
の
場
所

山
口
県
水
産
部
水
産
課
及

（
二
一
八
）
特
定
漁
港
漁
場
整

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二

口
北
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備

定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の

平
成
十
七
年
四
月
八
日

一

縦
覧
の
期
間

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
上
田
真
鍋
地
区
担
い

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
四
月
十
一
日

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

（
二
一
七
）
県
営
上
田
真
鍋
地

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
上
田
真
鍋
地
区
担
い
手
育

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

平
成
十
七
年
四
月
八
日

ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

び
山
口
県
萩
水
産
事
務
所

備
事
業
計
画
の
案
の
縦
覧

十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

事
業
計
画
を
定
め
た
い
の
で
、
同

案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

山
口

手
育
成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画

か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で

課 区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
変

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

成
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

山
口

七

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

す
。

県
知
事

二

井

関

成

書
の
写
し

更
計
画
書
の
縦
覧

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に

と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

山特 、お



平
成
十

平
成
十
七
年
四
月
八
日
印
刷

発

七
年
四
月
八
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


